
 

    令 和 8 年 ３ 月 3 0 日 
     沖縄県土木建築部下水道課 

 

沖縄県流域下水道事業に関する PPP/PFI 提案窓口について 

 
 沖縄県では、中部流域下水道、中城湾流域下水道、中城湾南部流域下水道の３流域４処理区で、流域下
水道事業を展開しています。 
 令和９年度以降に表１に示す施設整備等を予定しています。掲載された案件に関して、PPP/PFI 方式
（コンセッション、PFI、DBO、DB 等）による事業のご提案がございましたら、以下担当までご連絡く
ださい。 
 

表１.令和９年度以降の事業実施の見通しについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ご提案については、PFI 法第６条による民間提案に相当するものを基本といたしますが、提案書に記載
する項目については、提案する PPP/PFI 方式に応じ、簡略化することが可能です。 
 提案のご検討にあたっては、以下のホームページの参考資料をご確認いただくとともに、提案提出前
に事前相談いただけるよう、お願いいたします。 
 なお、提案書については、国庫補助申請にあたり、国土交通省や内閣府に情報提供する可能性がある
旨、予めご承知おき下さい。 
【参考】 
 ■PPP/PFI 事業民間提案推進マニュアル（R7.6 内閣府 PPP/PFI 推進室） 
  https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/manual_minkanteiansuishin.pdf 
 ■国土交通省下水道部ホームページ（各種ガイドライン） 
  https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000466.html 
 

 【担当窓口】                   
問合せ先：沖縄県 土木建築部 下水道課 流域班 
電話番号：098-866-2248              

  E-mail ：aa069001@pref.okinawa.lg.jp      

令和9年度以降の事業実施の見通しについて 令和8年３月末時点

流域 処理区 施設の位置 対象施設 設計予定時期 工事予定時期 概  要

1 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター 2系ポンプ棟 令和9年度以降 令和10年度以降 ２系ポンプ棟の耐震化

2 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター ２系1/2最終沈殿池プラント設備 令和10年度以降 令和11年度以降 最終沈殿池掻き寄せ機の改築

3 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター ２系1/2水処理施設プラント設備 令和10年度以降 令和11年度以降 プラント設備の改築（水処理建替に伴う改築）

4 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター 監視制御システム 令和10年度以降 令和11年度以降 監視制御システムの改築

5 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター 9号汚泥消化タンク 令和11年度以降 令和13年度以降 汚泥消化タンクの改築

6 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター 機械濃縮設備 令和12年度以降 令和14年度以降 濃縮設備の改築

7 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター 3系水処理施設 令和14年度以降 令和14年度以降 水処理施設の増設

8 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター ２系送風機 令和14年度以降 令和14年度以降 既設１、２号送風機の改築

9 中部流域 那覇処理区 那覇浄化センター 汚泥脱水機 令和14年度以降 令和14年度以降 汚泥脱水機の増設

10 中部流域 伊佐浜処理区 宜野湾浄化センター ガスクッションタンク 令和10年度以降 令和12年度以降 ガスクッションタンクの増設

11 中部流域 伊佐浜処理区 宜野湾浄化センター ３系４号消化タンク 令和14年度以降 令和14年度以降 消化タンクの増設

12 中城湾流域 具志川処理区 具志川浄化センター ガスクッションタンク 令和12年度以降 令和14年度以降 ガスクッションタンクの改築

13 中城湾流域 具志川処理区 具志川浄化センター 汚泥脱水機 令和10年度以降 令和12年度以降 汚泥脱水機の改築

14 中部流域 伊佐浜処理区 越来ポンプ場 ポンプ設備 令和10年度以降 令和12年度以降 ポンプ設備の改築

15 全流域 全処理区 － 管路施設 随時 随時 管路施設の改築（開削、管更生等）


